
より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化
する高齢期の経済基盤の充実を図るため、２０２０年６月に
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する
法律が公布され、その一環としてｉＤｅＣｏの仕組み
が大きく３つの点が改正されました。

ｉＤｅＣｏの受取開始時期の選択肢が拡大（2022年4月1日から改正されています）

改正前は、７０歳までにｉＤｅＣｏの受取を開始しなければいけませ
んでした。しかし、７０歳でも直近の生活費にはまだ余裕があり、非課
税で運用できるメリットを最大化し、もっと運用を続けてさらに資産を
増やした後で受け取りたいと
考える方も多くいます。その
ような方は、今回の改正で最
大で７５歳まで受取開始を遅
らせることができるようにな
ります。７０歳以降もさらに
運用を続けて非課税メリット
を最大化できます 。

加入可能年齢の拡大（2022年5月1日から改正されています）

２０２２年の改正前はｉＤｅＣｏへ加入できるのは、６０歳未満であ
ることが条件になっていましたが、これが国民年金の被保険者であれば
原則６５歳未満まで加入できるようになりました。

企業型DC加入者のｉＤｅＣｏ加入の要件緩和（2022年10月1日から）

企業型確定拠出年金（企業型ＤＣ）に加入している人でもｉＤｅＣｏ
に入りやすくなることです。２０２２年１０月の改正前は企業型確定拠
出年金に加入している場合は、企業型ＤＣ規約でｉＤｅＣｏへの加入を
認めていないとｉＤｅＣｏへ
の加入ができないというハー
ドルがありましたが、２０２
２年１０月１日からは企業型
確定拠出年金に加入している
人でも原則ｉＤｅＣｏに加入
できるようになります。
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自営業者・専業主婦(夫)等


